
 

令和７年８月教育委員会定例会議事録 
 

 

１  会議日時  令和 7 年 8 月 20 日（水） 14 時 56 分から 17 時 37 分まで 

 

２  会議場所  ５階 第３委員会室 

 

３  出席委員  西本教育長、北爪委員、小原委員、北川委員、田崎委員、松尾委員 

 

４  欠席委員  なし 

 

５  出席理事者  教育総務部長、学校教育部長、総務課長、同課課長補佐、学校施設課長、学校

施設課企画係長、学校施設課管理係長、適配室長、学校給食課長、生涯学習企

画課長、生涯学習施設課長、生涯学習施設課活用係長、学務課長、学校教育課

長、教育係長、学校給食センター整備室長、教育研究所長、情報教育推進係

長、文化財課長、地域クラブ活動推進室長、出島復元整備室長 計２１名                 

                     (他議事担当２名：総務課総務係長、総務課主事) 

 

６ 付議事件 

⑴ 日程１       教育委員会議事録の承認について 

⑵ 日程２ 第32号議案 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及

び評価について〔総務課〕 

⑶ 日程３ 第33号議案 長崎市立小、中学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規

則〔学務課〕 

⑷ 日程４ 第13号報告 長崎市恐竜博物館運営協議会の審議結果について〔生涯学習施設

課〕 

⑸ 日程５ 第34号議案 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出について〔教育研

究所ほか〕 

⑹ 日程６ 第35号議案 日吉自然の家運営協議会の審議結果について〔生涯学習施設課〕 

 

７ 傍 聴 者 ０名 

 

８ 審議経過 以下のとおり（要点記録） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【14：56 開会】 

【日程１ 教育委員会議事録の承認について】 

 

－原案のとおり承認－ 

 

【第 32 号議案 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係

る点検及び評価について】 

 

総務課長より説明 

 

 



 

委 員 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

教育総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

生涯学習施設

課 長 

 

 

委 員 

藤本先生の所見のＧ１－１の学力のところで、下から３行目ぐらいに、管

理職研修や拠点校指導員のさらなる活用と記載があることに関して、送られ

てきた資料の中に協働型計画訪問の実施要綱というのがあるのですが、それ

はこれと関わりがありますか。 

 

直接関わりはございません。協働型計画訪問についてはこれまでの学力向

上の計画訪問のやり方を変えたというところになります。 

 

これに関わって、指摘に答えられないかなと思ってですね。Ｇ１－３ 家

庭・学校・地域の連携のところで、下からまた３行目ぐらいのＩＴ活用時代

が始まったという、その辺りを受けて、社会教育にはなるんですけれども、

ＳＮＳの発達で選挙活動妨害とか、日頃の誹謗中傷が増えてるとか、あるい

は特殊詐欺防止だとか、そういうことも学びの中に入れていかれたらどうか

なと思います。 

 

近年、選挙妨害や誹謗中傷というのは社会問題化し、これからまたさらに

広がってくるのではないかなと思っております。学びというところは、生涯

学習は特に、それぞれの時代の特徴に合わせてやっていけるようにしていく

ことがいい方法ではないかなと思っていて、公民館などの社会教育システム

の活用もございますし、学校も活用して子どもたちにそういった知識をきち

んと教えていくという視点も必要だと思いますので、先生に合わせたやり方

というのは私どもも意識をしながら今後もやっていこうと考えております。 

 

－第32号議案 原案のとおり可決－ 

 

【日程３ 第33号議案 長崎市立小、中学校の通学区域等に関する規則の一

部を改正する規則】 

 

学務課長より説明 

 

－第33号議案 原案のとおり可決－ 

 

【日程４ 第13号報告 長崎市恐竜博物館運営協議会の審議結果について】 

 

生涯学習施設課長より説明 

 

修学旅行者が指定管理者の目標1,000人に対して377人、これは完全に指定

管理者のほうがプロモーションして、そこに全部かかってきますよというス

タンスでよろしいですか。 

 

集客については指定管理者の業務の中に入っておりますので、指定管理者

のほうで1,000人という目標は立てられたんですけれども、実際そこに至ら

なかったということに対するご意見ということで頂いたものでございます。 

 

ミュージアムショップの運営で400万円の損失が出てるとあるんですけ



 

 

 

生涯学習施設

課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

教育研究所長 

 

 

ど、これは全部指定管理者の損失になるのでしょうか。 

 

恐竜博物館の業務として、ショップの運営もお任せしているんですけれど

も、そこはあくまでも指定管理者のほうの独立採算制でお願いしており、昨

年度は少し集客が落ちた分もございまして、初めて赤字が出たというような

状況でございました。 

 

－第13号報告 本報告をもって了承－ 

 

-------------以下、所管事項報告----------------- 

１ 報告事項 

⑴ 学校規模の適正化と適正配置の取組状況について 

⑵ 桜馬場中・片淵中・長崎中の統合について 

⑶ 大浦中の梅香崎中への統合について 

⑷ 長崎市立中学校部活動地域移行の概要について 

⑸ 工事の請負契約の一部変更に伴う専決処分について（小島小学校改築

管工事及び電気工事） 

⑹ 工事の請負契約の一部変更に伴う専決処分について（西町小学校改築

管工事及び電気工事） 

⑺ 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解について（虹が

丘小） 

⑻ 令和７年度 全国学力・学習状況調査結果について 

２ 今後の会議関係 

 ⑴９月定例会（予定） 

  ９月30日火曜日10時00分から〔場所 15階 中会議室〕 

 ⑵10月定例会（予定） 

  10月29日水曜日10時00分から〔場所 未定〕 

 ⑶11月定例会（予定） 

  11月6日木曜日15時00分から〔場所 未定〕 

３ 今後の行事関係 

  今後の行事関係の日程確認 

------------------------------------------------- 

 

【日程５ 第34号議案 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に

ついて】 

（１ 財産の取得について（学習者用タッチパネル式ノート型パソコ

ン）） 

教育研究所長より説明 

 

予備機の952台は、国の補助の上限15％にのっとったような台数という理

解でよろしいですか。 

 

補助機につきましても、国からの補助が出るということになっておりま

す。 

 



 

委 員 

 

 

 

教育研究所長 

 

委 員 

 

 

 

教 育 研 究 所 

係 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その952台は15％とっていくための台数ということでしょうか。もしく

は、今まで見てきた中で、５年間使ったら970ぐらい故障が出るなどのエビ

デンスに基づいた台数なのか、どちらでしょうか。 

 

購入台数全体の15％ということになります。 

 

仕様を見るとメインメモリ４ＧＢとあって、感覚的にはすごく小さいとい

うか、５年後の仕様に耐え得るのかなという不安があるんですけど、Ｃｈｒ

ｏｍｅのＰＣを使ったことがないので、その辺りを教えてください。 

 

仕様に関してＷｉｎｄｏｗｓとかＣｈｒｏｍｅ、そしてｉＰａｄ、特に３

つのＯＳをイメージしておりまして、国のほうから最低要件というものが出

ております。ちなみにＷｉｎｄｏｗｓは８ＧＢです。Ｃｈｒｏｍｅ ｂｏｏ

ｋは開いたらブラウザがメインで立ち上がって動くので、Ｗｉｎｄｏｗｓみ

たいにシステムリソースを食わないというところで、４ＧＢでサクサク動き

ますし、これからもこれで十分だというところでこの仕様になっておりま

す。 

 

（２ 工事の請負契約の締結について（琴海中学校改築主体工事の請

負）） 

 

学校施設課長より説明 

 

（３ 工事の請負契約の一部変更について（小島小学校改築主体工事の請

負）） 

 

学校施設課長より説明 

 

（４ 長崎市恐竜博物館条例の一部を改正する条例） 

（５ 長崎市科学館条例の一部を改正する条例） 

（６ 日吉自然の家条例の一部を改正する条例） 

（７ 長崎市図書館条例の一部を改正する条例） 

（８ 長崎市民会館条例の一部を改正する条例） 

 

 生涯学習施設課長より説明 

 

（９ 長崎市公民館条例の一部を改正する条例） 

（１０ 長崎市文化センター条例の一部を改正する条例） 

 

 生涯学習企画課長より説明 

 

（１１ 長崎市立学校施設使用料等条例の一部を改正する条例） 

 

 学校施設課長より説明 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

生涯学習施設

課 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

出島復興整備

室 長 

 

 

委 員 

 

生涯学習企画

課 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

（１２ 長崎市ド・ロ神父記念館条例の一部を改正する条例） 

（１３ 長崎市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例） 

（１４ 長崎市博物館条例の一部を改正する条例） 

（１５ 長崎市伊王島灯台記念館条例の一部を改正する条例） 

（１６ 長崎市高島石炭資料館条例の一部を改正する条例） 

 

 文化財課長より説明 

 

（１７ 出島条例の一部を改正する条例） 

 

 出島復元整備室長より説明 

 

形式的なところで、日吉自然の家と出島の条例だけ、頭に長崎市とついて

ないのが正式名称のようなんですけど、統一していないのはなぜでしょう

か。あと、今回高校生も子ども料金に含めているということですけど、年齢

問わず高校生という理解でよろしいのか、例えば19歳でも30歳でも高校生と

いうのがあり得るところと、佐世保とかにある高専も同じような扱いになる

のかという、併せて３つお尋ねです。 

 

まず施設の名称のところなんですけれども、日吉自然の家に関しては、日

吉という場所で、市内にある、あそこだと分かるというところだったかなと

思います。あと高校生の考え方ですけれども、高等学校の生徒ということで

の定義になりますので、18歳で青年年齢に達するところではございますけれ

ども、高校生の間は子ども料金の適用ということになるという設定でござい

ます。 

 

出島も地名だから長崎市をつけていないということでしょうか。 

 

出島の正式名称ですけれども、史跡 出島和蘭商館跡となっております。

史跡の前に長崎市とついておりませんので、名称をつけるときに、出島条例

という形でこの名前になったということで伺っております。 

 

あと高専の例えば４年生とかも高校生扱いになるんでしょうか。 

 

減免の定義をする段階での話なんですけれども、大学と高専は除くという

方針で長崎市は進めようとしております。 

 

（１８ 令和７年度長崎市一般会計補正予算） 

 

 総務課長より順に説明 

 

ネットワーク機器の更新について、基幹スイッチとコアスイッチの変換、

交代というか、これはネットワーク自体の回線も800から２ＧＢに増えると

いうことですか。さらにその装備を変えるとなると、これで足りるんでしょ

うか。 



 

教 育 研 究 所 

係 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、ネットワーク機器を更新するに当たって、アセスメントというもの

を実施しております。規模の大きい学校とそうでない学校で負荷をかけて、

どこにネットワークの問題があるのかというところで、ネットワーク機器の

精度が低いところを上げたり、途中の経路にある障害物を排除したりという

のも含めて、トータル的にこの購入と取付で改善されるという見込みで動い

ております。 

 

（１９ 令和６年度長崎市一般会計歳入歳出決算） 

 

 総務課長より説明 

 

－第34号議案 原案のとおり可決－ 

【第35号議案 日吉自然の家運営協議会の審議結果について】 

 

生涯学習施設課長より説明 

 

－第35号議案 原案のとおり可決－ 

 

 

 

【17：37閉会】 

 

 

 

 

 

 

 

署名委員 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

署名委員 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 


